
建設工事現場のみなさまへ 
労働災害が増加しています。危なさと正しく向きあいましょう。 

 

令和 2 年１０月 
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 安全パトロール、ヒヤリハット報告、ＫＹ活動などは多くの現場で成果を上げている

災害防止の手法です。しかし、これらの活動はいずれも人の「気づき」に頼っており、誰

も気づかなければ大きな問題も見過ごされてしまう恐れがあります。 

 一方、わが国には、「解決されない問題点があってはならない」、「改善の結果リスクが

残ってはならない」といった考えが根強くあります。言い換えれば、全ての「危険」を取

り去らなければならないという考えです。しかし、実際には、技術的に解決できない問題

や、完全に取り去ることができない危なさも必ずあります。 

 このあたりに、これまでの災害防止、「安全」の考え方の矛盾点があります。 

 

 

 これからの災害防止は、人の「気づき」に頼らず、危なさを順序だてて調べる方法へと

切り替えていくことが必要です。そのためには「災害発生プロセス」を踏まえて行う「リ

スクアセスメント」が最も合理的な手法です。 

 また、そうして調べた「危なさ」を全てなくそうとするのでなく、危なさの「度合い」

を見定め、「度合い」に応じた対応を取って行くのが合理的な対応です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 危なさを把握する仕組みを持ち、対策を講じ、その上で付き合わざるを得ない危なさ

については、承知して管理下に置く。これらが継続的に行われている状態、つまり、危な

さと正しく向き合った状態が「安全」です。 

 愛知労働局は、危なさと正しく向きあうことを提唱しています。 

 

これまでの災害防止・これまでの「安全」 

 

これからの災害防止・これからの「安全」 

これからの災害防止・これからの「安全」 
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 危なさと正しく向きあうためには、現場で行われている作業の実態を知り、それぞれ

の作業に関わる危なさを明らかにすることが必要です。 

 現場で行われている作業を知るための手掛かりのひとつに、作業手順書があります。

しかし、時々しか行われない作業や、準備作業、後片付け作業などで、手順書を作成して

いないものもおそらくあると思われます。また、手順書に記載された手順と実際の手順

が異なっている場合もあるでしょう。 

 作業手順書のない作業や、曖昧な作業も含めて、できるだけ漏れなく「作業の実態」を

把握するのが、「作業を知る」ということです。 

 

 

 作業手順書のない作業や、曖昧な作業は、これまでしっかり評価もされず、何らの対策

も取られていない場合が少なくありません。「作業を知る」ことで、はじめてそれらに対

応し管理していくことが可能になります。 

 また「作業を知る」ことは、危なさと向きあうためだけでなく、働き方改革の推進、高

年齢労働者や外国人労働者への対応などのためにも欠かせません。言い換えれば「作業

を知る」ことは、事業者のマネジメントのベースになるということです。 

 

 

 

現場の作業とそれに関わる危なさを整理し、対応を検討するための最も合理的なツー

ルは、リスクアセスメントです。作業を知り、リスクアセスメントによって情報を整理

し、危なさと正しく向きあいましょう。 

 

愛知労働局では「危なさと向きあおう」をキャッチフレーズに、安全衛生を

科学的、論理的に考えていただくための特集コーナーを設けています。安全

衛生を基礎から考えてみましょう。 

「論理的な安全衛生管理の推進・定着」 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/_121845.html 

作業を知ろう 

 

「作業を知る」のはマネジメントのベース 

 

作業を知り、危なさと向きあおう 
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安全衛生に関するトピックスのご案内 

 

 

 

 

■ 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、神経障害

等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになった

ため、特定化学物質（第２類物質）に加えられる等の改正が

行われました。これにより次の措置等が必要になります。 

 作業主任者の選任 

 作業環境測定の実施 (塩基性酸化マンガンのみ) 

 特殊健康診断の実施 

 溶接ヒュームにかかる空気中の濃度の測定・ 

結果に応じた全体換気装置による換気・ 

呼吸用保護具の使用等 

■ 愛知労働局ホームページにて、順次、詳細を 

お伝えします。 
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ 
hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/yousetsu_fume.html 

 

 

 
 
■ 事前調査や分析調査を行う者について講習修了等の要件を新設したこと、一定規模以上の

解体・改修工事について事前調査結果等の届出を義務化したこと等、石綿障害予防規則等

の大きな改正が行われました。関係事業者における対応が必要です。 

【主な改正内容】 

 解体・改修工事開始前の事前調査の強化 

 解体・改修工事開始前の届出の拡大・新設 

 負圧隔離を要する作業に係る措置の強化 

 隔離（負圧は不要）を要する作業に係る措置の新設 

 その他の作業に係る措置の強化 

 作業の記録 

 発注者による配慮 

■ 愛知労働局ホームページにて、順次、詳細をお伝えします。 
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ 
ishiwatasoku_kaisei.html 

 

 

 

 

■ 新構造規格に適合していない既存の安全帯・移動式クレーンの過負荷防止装置（つり上げ

荷重３トン未満）の買換・改修経費の一部を補助する事業です。ただし、申請した方すべ

てに交付されるのでなく、事業場規模、従事する業務の危険度、対象機械等の安全性等を

審査の上で競争的に交付決定します。 

■ 条件や申請方法等について、詳しくは、建設業労働災害防止協会ＨＰを 

ご覧ください。         
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html 

 

「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質（第２類物質）になりました。 

（令和２年４月 22 日公布・告示 ／ 令和３年４月１日から順次施行） 

「石綿障害予防規則等」が改正されました。 

（令和２年 7 月 1 日公布／ 令和３年４月１日等から順次施行） 

フルハーネス型墜落制止用器具・移動式クレーン過負荷防止装置の 

買換・改修に要する経費の一部補助について 
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安全衛生に関するトピックスのご案内 

 

 

 

 
【ガイドラインのポイント】 

■ 事業者に求められる取り組み       
 安全衛生管理体制の確立等 

 職場環境の改善 

 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握 

 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応 

 安全衛生教育 

■ 労働者に求められる取り組み 
 自らの身体機能や健康状況を客観的に把握し、健康や体力の維持

管理に努める 

 日ごろから運動を取り入れ、食習慣の改善等により体力の維持と

生活習慣の改善に取り組む 

■ 国・関係団体等による支援の活用 
 エイジフレンドリー補助金 

（申請期間：令和 2 年 6 月 12 日から令和 2 年 10 月末まで） 

 高年齢労働者安全衛生管理セミナー 

ＷＥＢセミナー：8/27、9/3、9/10 セミナー：9 月以降に開催予定 

 個別事業場に対するコンサルティング等の活用 

労働災害防止団体による専門職員により現状把握し、アドバイスします。  

●ガイドラインパンフレット   ●補助金パンフレット 

 
■ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00007.html 

 

 

 

 

 

■  パンフレット 
https://www.mhlw.go.jp/content/000520596.pdf 

 

 

 

■ 外国人労働者の安全衛生対策について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 

bunya/0000186714.html 

 

 
 

■ 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル 

（製造業・陸上貨物運送事業・商業・産業廃棄物処理業・警備業） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 

bunya/0000118557.html 

 
 
 

■ 指針全文、外国人雇用のルール全般 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 

bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html  

「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」 
（エイジフレンドリーガイドライン） 

～高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりを～ 

外国人労働者を雇用する事業主のみなさまへ 

外国人労働者に対する安全衛生教育には、 

適切な配慮をお願いします 。 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/000520596.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html
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安全衛生に関するトピックスのご案内 

 
 

 

 

 

「過重労働による健康障害を防ぐために」 

https://www.mhlw.go.jp/content/ 

11303000/000553560.pdf 

 

 

「労働者の健康を守るために」 

https://www.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/ 

dl/101004-8.pdf 

 

 

 

 

 
 

「職場における心の健康づくり」 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ 

content/contents/RELAX.pdf 

 

「職場復帰支援の手引き」 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ 

content/contents/RETURN.pdf 

 

愛知労働局ホームページ「職場における

メンタルヘルス対策について」 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/ 

hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/ 

newpage_00001.html 

 

 

 
 
 

「労働災害を防止するため 

リスクアセスメントを実施しましょう」 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-

Seisakujouhou-11300000-

Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/ 

0000099625.pdf 

 

「化学物質管理の無料相談窓口のご案内」 

https://www.mhlw.go.jp/content/ 

11300000/000517272.pdf 

 

 

過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進 

労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進 

化学物質による健康障害防止対策に関する事項 
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安全衛生に関するトピックスのご案内 

 

 

 

 
 

■ 今般、令和 2 年 7 月豪雨により、熊本県南部をはじめ、九州地方が記録的な大雨に見舞われたとこ

ろです。今後、本格化することが見込まれる災害復旧工事においては、地山に緩みが生じている可

能性がある箇所での土砂崩壊災害、がれきの処理作業による労働災害等の発生が懸念されます。こ

れらの地方における災害復旧工事にあたっては、下記のリーフレット等を参考に労働災害防止対策

にお努めください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 詳細は、愛知労働局ホームページ「令和 2 年 7 月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について」

をご覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/ 

anzen_eisei/r0207_saigai_fukkyyu.html 

 

 

 

 

■ 厚生労働省は、職場における新型コロナウイルス感染症への感染

予防のため、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防

止するためのチェックリスト」等を公開しています。各事業場にお

いて、これらを参考に事業者、労働者が一体となって、新型コロナ

ウイルスの感染拡大を予防するための自主的な取組等に努めてい

ただきますようお願いします。 

 

 愛知労働局ホームページ 

「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/ 

aichi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/ 

anzen_eisei/tetsuzuki/_122148_00006.html 

 

 

 

 

 

令和２年７月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について 

職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について 



 

 
 

 

お申し込み 
FAX:052-972-8574 

ただし、定員に達した場合には期限より前に
受付を終了することがあります。 

日 時 

会 場 

プログラム 

参 加 費 

主 催 

協 力 

後 援 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 年 11 月 24 日 

13：30 ～ 15：15（開場 12：30） 

日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール 

名古屋市中区金山一丁目 5 番 1 号 

無 料 

■ プロローグ 

■ 会場参加型パネルディスカッション 

『危険源の誤解を解く』 

■ 大会宣言 

■ エピローグ 

愛知労働局 

 (公社)愛知労働基準協会、各地区労働基準協会、 

各労働災害防止団体 

日本労働組合総連合会、愛知県連合会、 

愛知県経営者協会 

訪れたこともないのに、 

はっきりとした風景がある。 

幾度か踏み出してはみたけれど、 

いつも道を見失っていた。 

立ち止まって空を見上げてみた。 

大空の中に、道しるべを見つけた。 

リスクアセスメント 自主自律の文化創造 

踏み出せば…道がつながっていた。 

 

 

■ 本年度は、新型コロナウイルス感染症リスク低減対策として、次のとおり計画を変更しています。

ご理解とご協力をお願いします。 

① 予定していた基調講演を中止し、パネルディスカッションのみとして開催時間を短縮します。 

② 参加募集定員はお申込み順に 400 名とします。 

座席を指定制としてソーシャルディスタンスを確保します。 

③ 感染状況の変化により、開催を取りやめ、愛知労働局の Facebook ページによるライブ中継等に変更 

する場合があります。 

■ 開催の中止等は 令和２年 11 月 9 日以降に愛知労働局ホームページでご案内します。 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/RA_forum2020.html 

 

申込期限：令和２年１１月 8 日まで 
■お申し込みは、ＦＡＸでお願いします。（本年度はＷＥＢ申込を中止します。）  

■この申込書は、当日まで大切に保管してください。  

事 業 場 名  

所 在 地                

連 絡 先 

電 話 番 号 
 参加者数 人 

………………………………………… これより下は、ＦＡＸ送信時には記載しないでください。 ………………………………………… 

参 加 者 

ご 芳 名 
 

■ 大会当日はご芳名をご記入の上、受付してください。本書と引換えに資料と座席指定券をお渡しします。 

■ 大会当日はマスクをご持参の上、着用してください。会場にて入場前に、検温させていただくことがあります。 

■ 複数名お申し込みの場合には、コピーを取り、それぞれご芳名を記入の上で受付をお願いします。 

■ この申込書に記載されたご芳名は、新型コロナウイルス感染症対策の目的でのみ使用し、他の用途には使用しません。参加

者のみなさまのご理解とご協力をお願いします。 


